
京都市国民健康保険等特定保健指導等実施要綱 

 目次 

  第１章 総則（第１条、第２条） 

第２章 特定保健指導（第３条～第１３条） 

第３章 生活保護等保健指導（第１４条～第２５条） 

附則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律（以下「高齢者医療確保法」という。）

に規定する特定保健指導及び健康増進法に規定する保健指導を行うにあたり、必要な事項を

定める。 

（定義） 

第２条 この要綱で使用する用語の定義は次のとおりとする。 

⑴ 特定保健指導 高齢者医療確保法第２４条に基づき京都市国民健康保険が行う特定保

健指導  

⑵ 生活保護等保健指導 健康増進法第１９条の２に基づき京都市が実施する保健指導 

 

第２章 特定保健指導 

（対象者） 

第３条 特定保健指導の対象者は、京都市国民健康保険特定健康診査等実施要綱（以下「健康

診査要綱」という。）に規定する特定健康診査の結果が、特定健康診査及び特定保健指導の実

施に関する基準（平成１９年度厚生労働省令第１５７号）（以下「国実施基準」という。）第

７条又は第８条に該当する者（以下「特定保健指導対象者」という。）とする。 

２ 国実施基準第２条における健康診断を受診し、その診断結果を提出した者で、特定保健指

導対象者に該当する者 

（利用券の交付） 

第４条 京都市は、特定保健指導対象者に対し、京都市国民健康保険特定保健指導利用券（以

下「利用券」という。）を郵送等の方法により交付する。 

（必要書類の提示等） 

第５条 特定健康診査を受診した特定保健指導対象者が特定保健指導を利用する際には、第７

条第１項各号に規定する保健指導機関の受付窓口に、被保険者証としての利用登録済みのマ

イナンバーカード又は資格確認書を提示する。 

（実施回数） 

第６条 特定保健指導対象者について、国実施基準第７条第１項及び第８条第１項の規定に基

づき、厚生労働大臣が定める特定保健指導の実施方法（以下「特定保健指導基準」という。）

に規定する初回面接から実績評価までの支援を１回に限り、実施する。 

（実施形態） 

第７条 特定保健指導は、次の形態により実施する。 



⑴ 健康診査要綱に規定する集団健康診査で受診した特定保健指導対象者については、原則

として京都市が各区役所・支所等で実施する。 

⑵ 健康診査要綱に規定する医療機関健康診査で受診した特定保健指導対象者については、

原則として当該医療機関が実施する。 

⑶ 第１号及び第２号で掲げる対象者については、特定保健指導実施機関で実施することが

できる。 

⑷ 健康診査要綱に規定する人間ドック健康診査機関で受診した特定保健指導対象者につい

ては、原則として当該人間ドック健康診査機関が実施する。 

２ 前項に掲げる各形態の実施方法については、別に定める。 

（委託） 

第８条 特定保健指導の実施は、次の機関に委託する。 

  ⑴ 前条第１項第２号に掲げるものについては、実施体制を継続的かつ安定的に確保できる

団体で、別に契約する者 

⑵ 前条第１項第３号に掲げるものについては、実施体制を継続的かつ安定的に確保できる

特定保健指導実施機関で、別に契約する者 

⑶ 前条第１項第４号に掲げるものについては、別に契約する人間ドック健康診査機関 

  （支援の形態） 

第９条 特定保健指導の支援の形態は次の各号に掲げるとおりとする。 

⑴ 国実施基準第７条に規定する動機付け支援 

初回面接及び実績評価 

⑵ 国実施基準第８条に規定する積極的支援 

初回面接並びに３箇月以上の継続的な支援及び実績評価 

（特定保健指導料金） 

第１０条 利用料金は、無料とする。 

（同一事業年度に２回以上利用したことが判明した場合の取扱い） 

第１１条 特定保健指導対象者が、同一年度の特定健康診査結果に基づく特定保健指導を２回

以上利用したことが判明した場合は、京都市は、当該利用者に対し、利用した２回目以降の

当該特定保健指導利用費用を請求する。 

（利用後、特定保健指導利用資格のなかったことが判明した場合の取扱い） 

第１２条 利用日現在、特定保健指導を利用する資格がなかった者が特定保健指導を利用した

ことが判明した場合は、京都市は、当該利用者に対し、当該特定保健指導利用費用を請求す

る。但し、京都市国民健康保険を脱退し、京都市内において生活保護の受給を開始した者は

この限りではない。 

（特定保健指導の未利用者への取扱い） 

第１３条 特定保健指導の利用申込みのない特定保健指導対象者へは、原則として、第７条第

1 項各号に規定する保健指導機関において、利用の勧奨を文書又は電話等により行うものと

する。 

 

 



 

第３章 生活保護等保健指導 

（対象者） 

第１４条 生活保護等保健指導の対象者は、健康診査要綱に規定する生活保護等健康診査の結

果が、特定保健指導対象者に該当し、かつ健診を受診した年齢が４０歳から７４歳の者（以

下「生活保護等保健指導対象者」という。）とする。 

（利用券等の交付） 

第１５条 京都市は、生活保護等保健指導対象者に対し、生活保護等保健指導利用券（以下「保

健指導利用券」という。）及び利用の手引きを郵送等の方法により交付する。 

（対象者の確認） 

第１６条 生活保護等健康診査を受診した生活保護等保健指導対象者が生活保護等保健指導

を利用する際には、第１８条第 1項各号に規定する保健指導機関の受付窓口において、生活

保護等保健指導対象者であることの確認を受ける。 

（実施回数） 

第１７条 生活保護等保健指導対象者について、特定保健指導基準に規定する支援を１回に限

り、実施する。 

（実施形態） 

第１８条 生活保護等保健指導は、次の形態により実施する。 

⑴ 健康診査要綱に規定する集団健康診査で受診した生活保護等保健指導対象者については、 

原則として京都市が各区役所・支所等で実施する。 

⑵ 健康診査要綱に規定する医療機関健康診査で受診した生活保護等保健指導対象者につい

ては、原則として当該医療機関が実施する。 

２ 前項に掲げる各形態の実施方法については、別に定める。 

（委託） 

第１９条 前条第１項第２号に掲げるものの生活保護等保健指導の実施は、実施体制を継続的

かつ安定的に確保できる団体で、別に契約する機関に委託する。 

 （支援の形態） 

第２０条 生活保護等保健指導の支援の形態は第９条に掲げるとおりとする。 

（生活保護等保健指導料金） 

第２１条 利用料金は、無料とする。 

（同一事業年度に２回以上利用したことが判明した場合の取扱い） 

第２２条 生活保護等保健指導対象者が、同一年度の生活保護等健康診査の結果に基づく生活

保護等保健指導を２回以上利用したことが判明した場合は、京都市は、当該利用者に対し、

利用した２回目以降の当該生活保護等保健指導利用費用を請求する。 

（利用後、生活保護等保健指導利用資格のなかったことが判明した場合の取扱い） 

第２３条 利用日現在、生活保護等保健指導を利用する資格がなかった者が生活保護等保健指

導を利用したことが判明した場合は、京都市は、当該利用者に対し、当該生活保護等保健指

導利用費用を請求する。但し、生活保護の受給を停止又は廃止し、京都市国民健康保険に加

入した者はこの限りではない。 



（生活保護等保健指導の未利用者への取扱い） 

第２４条 生活保護等保健指導の利用の申込みのない生活保護等保健指導対象者へは、原則と

して、第１８条第 1項各号に規定する保健指導機関において、利用の勧奨を文書又は電話等

により行うものとする。 

（雑則） 

第２５条 この要綱において別に定めるとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事

項は、所轄部長が定める。 

附 則 

 この要綱は、平成２０年６月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年１１月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年７月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年１２月２日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日から令和７年１１月３０日までの間におけるこの要綱第５条中「資

格確認書」とあるのは「被保険者証及び被保険者資格証明書並びに資格確認書」とする。 

 附 則 

 この要綱は、令和８年５月１日から施行する。 

 


